
目　
　

次

 

ペ
ー
ジ

告　
　
　

示

〇
使
用
済
自
動
車
等
の
解
体
業
又
は
破
砕
業
の
用
に
供
す
る
施
設
の
設
置
及
び

　

維
持
管
理
に
関
す
る
指
導
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

（
循
環
型
社
会
推
進
課
）　
　

一

〇
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定 

（
社
会
福
祉
課
）　
　

一

〇
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　
　

一

〇
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
変
更
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
休
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
救
急
医
療
機
関
の
認
定 

（
医
療
整
備
課
）　
　

二

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

　

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 
（
障
害
福
祉
課
）　
　

二

〇
漁
業
災
害
補
償
法
に
基
づ
く
同
意
の
届
出
の
審
査
結
果
（
特
定
第
二
号
漁

　

業
者
）（
二
件
） 

（
農
林
水
産
経
営
支
援
課
）　
　

三

〇
保
安
林
の
指
定
の
解
除
の
予
定 

（
森
林
整
備
課
）　
　

三

〇
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
） 

（
道　

路　

課
）　
　

三

〇
道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
） 

（　
　

同　
　

）　
　

四

〇
都
市
計
画
事
業
の
認
可 

（
都
市
計
画
課
）　
　

四

選
挙
管
理
委
員
会

〇
不
在
者
投
票
を
管
理
す
べ
き
施
設
の
指
定
等
に
つ
い
て 

五

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
百
四
十
八
号

  

使
用
済
自
動
車
等
の
解
体
業
又
は
破
砕
業
の
用
に
供
す
る
施
設
の
設
置
及
び
維
持
管
理
に
関
す
る
指
導
要
綱
の
一
部

を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

      　

 

使
用
済
自
動
車
等
の
解
体
業
又
は
破
砕
業
の
用
に
供
す
る
施
設
の
設
置
及
び
維
持
管
理
に
関
す
る
指
導
要
綱
の

一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

使
用
済
自
動
車
等
の
解
体
業
又
は
破
砕
業
の
用
に
供
す
る
施
設
の
設
置
及
び
維
持
管
理
に
関
す
る
指
導
要
綱
（
平
成

十
六
年
宮
城
県
告
示
第
八
百
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
紙
１
第
１
の
１
の
⑵
の
ニ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

ニ　
特
別
緑
地
保
全
地
区

　

別
紙
１
第
１
の
１
の
⑶
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

ホ　
緑
地
保
全
地
域

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
百
四
十
九
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並

び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
機
関

と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

指
定
年
月
日

こ
せ
き
皮
膚
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

名
取
市
愛
の
杜
二

－

一

－

六

平
成
二
十
七
年
一
月
一
日

吉
岡
Ｑ
Ｑ
ク
リ
ニ
ッ
ク

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
高
田
東
十
一

平
成
二
十
六
年
一
月
一
日

や
ま
と
在
宅
診
療
所
登
米

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
下
田
中
二
十
五

平
成
二
十
七
年
一
月
一
日

槻
木
皮
膚
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

柴
田
郡
柴
田
町
槻
木
上
町
一

－

一

－

五
十
八

平
成
二
十
七
年
一
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
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並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

廃
止
年
月
日

こ
せ
き
皮
膚
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

名
取
市
愛
の
杜
二

－

一

－

六

平
成
二
十
六
年
十
二
月
三
十

一
日

吉
岡
腎
・
循
環
器
科

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
字
天
皇
寺
百
八
十
三－

七

平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
一

日

や
ま
と
在
宅
診
療
所
登
米

登
米
市
迫
町
佐
沼
下
田
中
二
十
五

平
成
二
十
六
年
十
二
月
三
十

一
日

槻
木
皮
膚
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

柴
田
郡
柴
田
町
槻
木
上
町
一

－

一

－

五
十
八

平
成
二
十
六
年
十
二
月
三
十

一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
一
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進

並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

変
更
年
月
日

変
更
前

財
団
法
人
佐
藤
病
院

大
崎
市
古
川
中
里
一

－

三

－

十
八

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

変
更
後

一
般
財
団
法
人
佐
藤
病

院

変
更
前

財
団
法
人
片
倉
病
院

大
崎
市
古
川
浦
町
一

－

三
十
七

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

変
更
後

一
般
財
団
法
人
片
倉
病

院

変
更
前

松
永
眼
科

名
取
市
小
山
二

－

三

－

二
十
六

平
成
二
十
七
年
一
月
十
三
日

変
更
後

名
取
市
大
手
町
三

－

五
百
七
十
三

－

一

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
二
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進

並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
休
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

休
止
年
月
日

中
嶋
外
科
医
院

石
巻
市
立
町
二

－

六

－

十
二

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
三
号

　

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
病
院
を

救
急
病
院
と
認
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

認
定
年
月
日

認
定
の
有
効
期
限

み
や
ぎ
県
南
中
核
病
院

柴
田
郡
大
河
原
町
字
西
三
八

－

一

平
成
二
十
七
年
二
月
一

日

平
成
三
十
年
一
月
三
十

一
日

医
療
法
人
徳
洲
会

仙
台
徳
洲
会
病
院

仙
台
市
泉
区
七
北
田
字
駕
籠
沢

一
五

平
成
二
十
七
年
二
月
十

五
日

平
成
三
十
年
二
月
十
四

日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
四
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
の
種
類　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
一
〇
五
〇
〇
四
七
四

短
期
入
所
ほ
っ
ぷ

気
仙
沼
市
本
吉
町
登
米

沢
一
〇
五
番
地
一

短
期
入
所

特
定
非
営
利
活

動
法
人
セ
ミ
ナ

ー
レ

平
成
二
十
七
年

二
月
一
日

〇
四
一
二
六
三
〇
〇
五
五

生
活
介
護
つ
な
ぐ
利
府

宮
城
郡
利
府
町
花
園
一

丁
目
二
一
〇
番
地
二

生
活
介
護

株
式
会
社
春
幸

会

平
成
二
十
七
年

二
月
十
六
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
五
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者

の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適

合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日

 
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区　

域

区　
　

分

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

漁
業
の
種
類

特
定
二
号

漁
業
者
数

石
巻
市
区

域
（
宮
城

県
漁
業
協

同
組
合
の

石
巻
市
東

部
支
所
の

地
区
）

総
ト
ン
数
十
ト

ン
未
満
の
漁
船

に
よ
り
ラ
ン
プ

網
を
使
用
し
て

小
女
子
を
と
る

こ
と
を
目
的
と

す
る
漁
業

平
成
二
十
七
年

二
月
三
日

石
巻
市
竹
浜
字
竹
屋
舗
九

阿
部　

輝
喜

石
巻
市
狐
崎
浜
字
鹿
立
屋

敷
四
平
塚　
　

正

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
六
条

に
規
定
す
る
漁

業

十
人

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
六
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者

の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適

合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区　

域

区　
　

分

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

漁
業
の
種
類

特
定
二
号

漁
業
者
数

石
巻
市
区

域
（
宮
城

県
漁
業
協

総
ト
ン
数
十
ト

ン
以
上
二
十
ト

ン
未
満
の
漁
船

平
成
二
十
七
年

二
月
三
日

石
巻
市
牧
浜
字
牧
屋
敷
十

四

－

一

阿
部　
　

悟

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

五
人

同
組
合
の

石
巻
市
東

部
支
所
の

地
区
）

に
よ
り
ラ
ン
プ

網
を
使
用
し
て

小
女
子
を
と
る

こ
と
を
目
的
と

す
る
漁
業

石
巻
市
狐
崎
浜
字
鹿
立
屋

敷
十
一

平
塚　

房
雄

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
六
条

に
規
定
す
る
漁

業

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
七
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

石
巻
市
雄
勝
町
雄
勝
字
下
雄
勝
一
八
の
三

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

　

３　

解
除
の
理
由

　
　
　

道
路
用
地
、
公
共
住
宅
用
地
及
び
公
共
施
設
用
地
と
す
る
た
め

二
１　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

 　

石
巻
市
雄
勝
町
雄
勝
字
下
雄
勝
二
の
二
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
一
二
、
一
八
の
一
、
一
八
の
三
、

五
七

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

　

３　

解
除
の
理
由

　
　
　

道
路
用
地
、
公
共
住
宅
用
地
及
び
公
共
施
設
用
地
と
す
る
た
め

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
石
巻
市
役
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙

台
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

道　

路　

名　

岩
沼
海
浜
緑
地
線

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

岩
沼
市
押
分
字
須
加
原
一
二
九
番
一
地
先
か

 

ら同
市
押
分
字
八
反
田
無
番
地
先
ま
で

　

Ａ
前　

　

Ｂ
　

七
・
八
〜

 

三
三
・
七

七
六
〇
・
二
　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

　

九
・
七
〜

 

二
八
・
九

八
二
五
・
五

　

Ａ
後　

　

Ｂ
　

七
・
八
〜

 

三
三
・
七

七
六
〇
・
二

　

九
・
七
〜

 

七
四
・
〇

八
四
六
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部

土
木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

道　

路　

名　

東
和
登
米
線

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

登
米
市
登
米
町
大
字
日
根
牛
字
小
川
向
八
番

八
地
先
か
ら

同
市
登
米
町
大
字
日
根
牛
字
小
川
向
四
番
一

四
地
先
ま
で

前
Ａ
　

四
・
七
〜

 

九
・
二

一
三
二
・
九
　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

　

Ａ
後　

　

Ｂ
　

四
・
七
〜

 

九
・
二

一
三
二
・
九

　

二
・
〇
〜

 

一
〇
・
二

一
三
二
・
九

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部

土
木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

東
和
登
米
線

登
米
市
登
米
町
大
字
日
根
牛
字
小
川
向
八
番
八
地
先
か
ら

同
市
登
米
町
大
字
日
根
牛
字
小
川
向
四
番
一
四
地
先
ま
で    

平
成
二
十
七
年

二
月
二
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部

土
木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

東
和
登
米
線

登
米
市
登
米
町
大
字
日
根
牛
字
阿
羅
田
二
番
一
地
先
か
ら

同
市
登
米
町
大
字
日
根
牛
字
宿
一
番
五
地
先
ま
で

平
成
二
十
七
年

二
月
二
十
七
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
二
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省
東
北
地
方
整
備

局
長
か
ら
都
市
計
画
事
業
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
認
可
さ
れ
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

石
巻
広
域
都
市
計
画
道
路
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

三
・
四
・
百
十
三
号
矢
本
門
脇
線
及
び
三
・
二
・
二
号
門
脇
流
留
線

二　

施
行
者
の
名
称
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宮
城
県

三　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　

 　

宮
城
県
東
松
島
市
大
曲
字
横
沼
、
字
新
田
、
字
新
沼
、
字
西
田
、
字
寺
沼
、
字
上
納
、
字
上
納
前
並
び
に
石
巻

市
門
脇
字
元
明
神
地
内

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

な
し

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
二
十
二
号

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

　
　
　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
宮
選
管
告
示
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
二
社
会
福
祉
法
人
宏
恵
会
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
リ
ー
フ
鶴
ヶ
谷
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

介
護
老
人
福
祉
施
設
田
子
の
ま
ち　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

市
宮
城
野
区
田
子
字
富
里
一
五
三
番
地

　

別
表
第
二
ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
仙
台
若
林
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

ア
ー
ス
サ
ポ
ー
ト
ク
オ
リ
ア
仙
台
大
和
町　
　
　
　
　
　
　

同　

市
若
林
区
大
和
町
五
丁
目
三
〇
番
地
二
五
号

　

ア
ー
ス
サ
ポ
ー
ト
ク
オ
リ
ア
パ
ー
ソ
ナ
ル
仙
台
大
和
町　
　

同　

市
若
林
区
大
和
町
五
丁
目
三
〇
番
地
二
五
号

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。
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